
▼
紙
面
学
習
シ
リ
ー
ズ
の
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回
目
は

「
選
択
的
夫
婦
別
姓
」
に
つ
い
て
で 

す
。 

▼
国
会
の
会
期
末
が
迫
る
６
月
４
日
、

「
選
択
的
夫
婦
別
姓
３
法
案
」
の
審
議

が
始
ま
り
ま
し
た
が
、
結
局
、
各
党
間

の
隔
た
り
も
あ
り
、
今
秋
の
臨
時
国
会

へ
の
継
続
審
議
と
な
り
ま
し
た
。 

▼
な
ぜ
、
（
特
に
立
憲
民
主
党
が
）
本

法
案
の
成
立
を
急
ぐ
の
か
？
そ
れ
は
、

昨
年
10
月
29
日
に
、
国
連
の
女
性
差
別

撤
廃
委
員
会
が
日
本
政
府
に
対
し
て
、

「
夫
婦
同
姓
を
義
務
付
け
る
民
法
の
規

定
を
見
直
し
、
選
択
的
夫
婦
別
姓
を
導

入
す
る
よ
う
勧
告
（
４
回
目
）
し
た
」

か
ら
、
そ
し
て
連
合
も
制
度
実
現
の
取

組
み
を
進
め
て
い
る
か
ら
で
す
。
（
連

合
の
資
料
に
よ
る
と
）
結
婚
の
際
、
ど

ち
ら
か
が
姓
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
国
は
「
日
本
だ
け
」
な
の
だ
そ
う

で
、
20
代
男
性
の
５
人
に
１
人
が
、
結

婚
す
る
際
、
い
ず
れ
か
一
方
が
姓
を
変

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
結
婚

の
妨
げ
に
な
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
そ

う
で
す
。
「
勤
務
先
で
通
称
が
使
え
れ

ば
済
む
こ
と
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
？
」 
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学習の強化と交流で組織を強化しよう！ 

シ
リ
ー
ズ
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『
選
択
的
夫
婦
別
姓
』
と
は
？ 

立
民
・
国
民
・
維
新
の
３
法
案
が
６
月
４
日
審
議
入
り
も
、

結
論
出
ず
！
と
て
も
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
制
度
化
を
急
ぐ

前
に
、
十
分
な
国
民
的
議
論
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
？ 

紙面学習 

当面の日程 
■7月3日（木） 

○参院選公示日 
 

■7月4日（金） 
○17:00～総支部執行委員会 
○18:00～総支部単代会議 
 （会津労働福祉会館） 
 

■7月20日（日） 

○参院選投開票日 
 

■7月25日（金） 
○10:00～県本部中央委員会（GP） 
 

■8月１日（金） 
○18:30～喜多方市職納涼の夕べ 
 （喜多方プラザ） 

【図表１】選択的夫婦別姓制度とは？ 

 婚姻関係にある夫婦が、別姓を望む場合に、夫婦がそれぞれ結婚前の姓を称する

かどうかを自ら決定する選択の自由を認める制度です。 

 1898（明治31）年に制定された旧民法で「家族制」が導入され、妻は夫の家

に入り、夫婦は同じ家の姓（名字）にする制度になりました。 

 そこから戦後の民法改正で、夫婦は夫か妻の何れかの名字を選べるようになった

ものの、夫婦は同じ姓にするという仕組みは、そのまま引き継がれています。 

※ネット上の資料を参照しています。 

「
家
族
の
姓
が
バ
ラ
バ
ラ
な
子
ど
も
が
か

わ
い
そ
う
」
な
ど
と
思
っ
て
し
ま
う
自
分

が
い
る
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
？
【
図
表
２
】
に
賛
成
派
・
反

対
派
の
意
見
を
記
載
し
ま
す
の
で
、
職
場

の
皆
さ
ん
や
ご
家
族
で
話
し
合
っ
て
み
て 

く
だ
さ
い
。 

【図表２】賛成派・反対派、それぞれの意見 

№ 意 見 

① 
名字が変わることで、今までの積み上げて
きたキャリアや認知度が落ちてしまう。 

② 

名字も含めて個人のアイデンティティだと
思う。結婚によりそれが奪われるのを嫌だ
と感じる人の気持ちも尊重されなければい
けない。 

③ 

同級生の親が離婚して名字が変わったこと
で、クラスで噂になった。そんなことにな
るなら別姓のままでいい。 

④ 

世界では夫婦別姓が当たり前になってい
る。日本は伝統を守りたいのかよくわから
ないが、今の時代に合う制度改革はどんど
ん行ってほしい。 

※ネット上の意見が記載された資料から、抜粋して記載しています。 

№ 意 見 

① 夫婦は同じ名字が当たり前だと思う。 

② 
女の人は嫁になったら、その家の名字を名
乗るべきだ。 

③ 

日本独自の家族制度をもっと大切にしなけ
ればならない。決して新しい制度ではない
が海外を真似る必要などさらさらない。 

④ 混乱のもと。子どもがかわいそう。 

⑤ 家族の定義が曖昧になる。 

⑥ 
夫の姓になることが結婚の喜びの一つだと
思う。 

⑦ 

別姓にされると独身と偽りやすく、制度が
詐欺などの犯罪に利用される機会が増える
のでは？と懸念している。 

【反対派】 

【賛成派】 
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機関紙の内容について職場の仲間と話し合おう！ 

 

編
集
後
記 

▼
さ
て
、
選
択
的
夫
婦
別
姓
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
国
連
か
ら
早
急
な
改
善
を

求
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
十
分
な

国
民
的
議
論
の
も
と
、
日
本
の
文
化
に

あ
っ
た
制
度
を
選
択
す
べ
き
な
の
だ
と

思
い
ま
す
。 

こ
れ
に
関
し
て
「
寿
ガ
ー
ル
ズ
バ
ン

ド
」
と
い
う
Ａ
Ｉ
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
が

歌
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お
時
間
の
あ
る

時
に
（
左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
）
ご
視

聴
く
だ
さ
い
。

な
お
、
制
度
に

反
対
す
る
内
容

で
す
の
で
、
念 

の
た
め
…
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
坂
内
） 

▼
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？
選
択
的
夫
婦

別
姓
制
度
に
関
し
て
は
、
こ
の
よ
う
に

賛
成
と
反
対
、
そ
れ
ぞ
れ
に
い
ろ
い
ろ

な
意
見
が
あ
る
よ
う
で
す
。
改
め
て
、

現
行
制
度
の
課
題
や
、
制
度
導
入
に
よ

る
メ
リ
ッ
ト
等
を
【
図
表
３
・
４
】
に

整
理
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

▼
冒
頭
、
私
見
と
し
て
①
「
勤
務
先
で

通
称
が
使
え
れ
ば
済
む
こ
と
な
ん
じ
ゃ

な
い
か
？
」
、
②
「
家
族
の
姓
が
バ
ラ

バ
ラ
な
子
ど
も
が
か
わ
い
そ
う
」
と
書

き
ま
し
た
。
①
に
つ
い
て
は
、
戸
籍
姓

と
旧
姓
の
管
理
の
煩
雑
さ
か
ら
、
通
称

使
用
を
認
め
る
企
業
が
全
体
の
半
数
に

も
満
た
な
い
と
い
う
現
状
が
あ
る
そ
う

で
す
。
こ
れ
で
は
、
解
決
で
き
る
状
況 

総支部HP 

会津総支部ホーム
ページのトップペー
ジです。  

機関紙 

総支部機関紙のバッ
クナンバーは、こち
らから。 

で
は
な
い
で
す
ね
。
一
番
の
問
題
は
、

②
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
前
述
の
と
お

り
「
夫
婦
が
自
ら
、
ど
ち
ら
か
を
選
択

す
る
制
度
」
な
の
で
す
か
ら
、
結
婚
を

す
る
と
き
に
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く

る
で
あ
ろ
う
子
ど
も
（
達
）
に
、
ど
ち

ら
の
姓
を
名
乗
ら
せ
る
の
か
を
含
め
て

十
分
に
話
し
合
う
必
要
が
出
て
き
ま

す
。
何
と
な
く
、
こ
の
段
階
で
喧
嘩
に

な
る
よ
う
な
気
も
し
な
い
で
も
な
い
で 

す
が
…
（
笑
）
。 

 

も
う
一
点
、
制
度
導
入
前
に
結
婚
し

て
同
姓
に
な
っ
た
夫
婦
の
ど
ち
ら
か

が
、
旧
姓
に
戻
し
た
い
場
合
、
配
偶
者

と
の
合
意
に
基
づ
い
て
、
法
律
の
施
行

１
年
以
内
に
、
配
偶
者
と
と
も
に
届
け 

出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
姓
に

戻
す
こ
と
が
で
き
る
そ
う
で

す
。
こ
れ
も
ま
た
も
め
そ
う 

な
…
（
笑
）
。 

▼
最
後
に
各
政
党
の
制
度
導
入

に
関
す
る
考
え
方
を
記
載
し
ま 

す
。 

（
日
テ
レ
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ
参
照
） 

【
賛
成
】
○
立
憲
、
○
公
明 

 
 
 
 

○
共
産
、
○
国
民 

 
 
 
 

○
れ
新
、
○
社
民 

【
反
対
】
○
参
政 

【
旧
姓
使
用
拡
大
】 

 
 
 
 

○
自
民
、
○
維
新 

 

参院選、選挙区も比例も候補者名で必ず投票を！ 

項 目 説 明 

公的手続等 

結婚して姓が変わると、マイナンバーカード、
運転免許証、パスポート、銀行口座等の「姓」
の変更手続きが必要。必要書類の取り寄せや、
役所に行ったり、手続きに時間と費用がかかる
ので、面倒。 

仕 事 

大学教員・研究者として研究論文などを旧姓で
執筆してきた場合、研究論文は氏名と紐づいて
おり、結婚して姓が変わると、これまで積み上
げてきた実績やキャリアがなくなってしまう。 

海外でのビジネス 

結婚後に、旧姓を「通称」として使用して仕事
をしている場合。海外出張へ行くことになり、
取引先にビザ申請のサポートを依頼したが、海
外では「通称」という概念が理解されず、入国
などの手続きに手間取った。 

【図表３】現行制度の課題（制度導入で解消） 

※ネット上の資料を参照しています。 

項 目 説 明 

仕 事 

○過去の自分の仕事の実績との連続性を維持で  
きる。 

○姓が変わることによる職場での煩わしさから
解放される。 

プライバシー 
○婚姻・離婚のようなプライベートな情報を周
囲に知られずに済む。 

人 権 

○姓を変えることによるアイデンティティの喪
失を回避できる。 

○婚姻に際して、姓を変えることに抵抗がある
人は、お互いに「姓を変更しない」という選
択が可能となることで、躊躇なく婚姻でき
る。 

慣 習 

○姓を変更するか婚姻するかを諦めるかの二者
択一を取り払うことができる。 

○一人っ子で姓の継承を守りたい人（主に女
性）が結婚しやすくなる。 

手続き ○煩雑な姓の変更手続きをしないで済む。 

その他 

○婚姻して、夫婦で姓が違っても、法律上の利
益（相続人になれる、配偶者控除が受けられ
る等）を得られる。 

○事実婚では困難なケースから解放される（不
妊治療、住宅ローンの連帯債務者、老人ホー
ムの夫婦部屋への入居等）。 

【図表４】制度導入によるメリット 

※ネット上の資料を参照しています。 


